
受験地確認方法

①　申込日現在、受験資格に該当する業務に従事している場合
　　⇒勤務地で判断
②　申込日現在、受験資格に該当する業務に従事していない場合
　　⇒住所地で判断

令 和 ８ 年 度
島根県介護支援専門員実務研修受講試験

試 験 日　令和８年10月11日（日）
会　　場　松江市・浜田市

受 験 の 手 引
受験申込み受付期間

令和８年６月11日（木曜日）から
令和８年７月10日（金曜日）まで

提出方法：しまね電子申請サービスによる。
※持参及び郵送での受付はしていません。

申込日現在
あなたは受験資格
対象業務に従事し
ていますか？

勤務地は
島根県内ですか？

島根県

勤務地のある都道府県

島根県

住所地のある都道府県

住所地は
島根県内ですか？

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい
〈受験地〉

受験希望者は、この手引をよく読んで申込み手続きをしてください。

はい



①　受験資格の確認

受験資格を３ページで確認してください。

②　受　験　申　込

受付期間：令和８年６月11日（木）から令和８年７月10日（金）まで
申込方法：しまね電子申請サービス

③　申 込 書 審 査

提出書類に基づき、受験資格審査を行います。受験資格がない場合や、受験地違いの場合、ま
た、書類の不備の場合は受付できませんので、十分注意してください。

④　手数料の納付

令和８年８月中に手数料納付のための「納入通知書」を郵送します。届きました納入通知書にて
指定の期日までにお支払い手続きをお願いいたします。

⑤　受験票の発送

令和８年９月下旬に受験申込者へ郵送します。令和８年９月25日（金）までに届かない場合は、
島根県高齢者福祉課までお問い合わせください。

⑥　試 験 の 実 施

日時：令和８年10月11日（日）　午前10時から
会場：松江市・浜田市

⑧　試験結果の通知

令和８年11月24日（火）に、受験者全員に対して、試験結果通知を郵送にて発送します。また、
島根県のホームページに合格者の受験番号を掲載します。令和８年12月７日（月）までに通知が
届かない場合は、島根県高齢者福祉課までお問い合わせください。

⑨　介護支援専門員実務研修の実施（予定）

実施時期：令和９年１月～３月
実施場所：松江市・浜田市

⑩　介護支援専門員登録申請・証交付申請

実務研修修了後、３ヶ月以内に登録申請を行ってください。また、登録後すぐに介護支援専門員
証が必要な場合は、併せて証交付申請を行ってください。

⑪　介護支援専門員証の交付

⑦　追加書類の提出（実務経験見込みで受験申込みをされた方のみ）

受験票の資格区分が「見込」の方は、実務経験証明書を令和８年10月16日（金）までに、提出し
てください。（対象者へは別途ご案内いたします。）

受験申込みから介護支援専門員証の交付までの流れ



目　　　　次

１．試 験 の 目 的 ……………………………………………………………………………………………	 1
２．試験実施団体 ……………………………………………………………………………………………	 1
３．試 験 の 日 時 ……………………………………………………………………………………………	 1
４．試 験 会 場 ……………………………………………………………………………………………	 1
　⑴　試 験 会 場 …………………………………………………………………………………………	 1
　⑵　会場案内図 …………………………………………………………………………………………	 1
　⑶　注 意 事 項 …………………………………………………………………………………………	 2
５．試 験 の 方 法 ……………………………………………………………………………………………	 2
６．試験の内容・問題数 ……………………………………………………………………………………	 2
７．試験問題出題範囲 ………………………………………………………………………………………	 2
８．試験実施状況（令和７年度） …………………………………………………………………………	 2
９．島根県で受験できる者 …………………………………………………………………………………	 3
　⑴　受験地要件 …………………………………………………………………………………………	 3
　⑵　受験資格（実務経験に関する要件） ………………………………………………………………	 3
　⑶　よくあるお問い合わせ ………………………………………………………………………………	 3
　⑷　欠 格 事 由 …………………………………………………………………………………………	 5
10．受験手数料及び納付方法 ………………………………………………………………………………	 6
　⑴　受験手数料 …………………………………………………………………………………………	 6
　⑵　納 付 方 法 …………………………………………………………………………………………	 6
　⑶　注 意 事 項 …………………………………………………………………………………………	 6
11．受験申込の受付期間及び方法 …………………………………………………………………………	 6
　⑴　申込受付期間 …………………………………………………………………………………………	 6
　⑵　申 込 方 法 …………………………………………………………………………………………	 6
　⑶　注 意 事 項 …………………………………………………………………………………………	 6
12．受験申込に必要な提出書類等 …………………………………………………………………………	 7
　⑴　提出書類（電子データ） ……………………………………………………………………………	 7
　⑵　よくあるお問い合わせ ………………………………………………………………………………	 8
13．受験申込後の提出書類等（該当者のみ） ……………………………………………………………	 10
14．受験上の配慮希望 ………………………………………………………………………………………	 10
15．受験票の送付 ……………………………………………………………………………………………	 11
16．試験にあたっての注意事項 ……………………………………………………………………………	 11
　⑴　当日の持参物 …………………………………………………………………………………………	 11
　⑵　試験室における注意事項 ……………………………………………………………………………	 11
　⑶　その他の注意事項 ……………………………………………………………………………………	 11
17．試験結果通知 ……………………………………………………………………………………………	 12
18．合格の取り消し等 ………………………………………………………………………………………	 12
19．実 務 研 修 ……………………………………………………………………………………………	 12
　⑴　研 修 概 要 …………………………………………………………………………………………	 12
　⑵　研修に関するお問い合わせ先 ………………………………………………………………………	 12
　⑶　よくあるお問い合わせ ………………………………………………………………………………	 12



20．試験得点の開示 …………………………………………………………………………………………	 13
　⑴　開示の内容 …………………………………………………………………………………………	 13
　⑵　受付期間・受付時間 …………………………………………………………………………………	 13
　⑶　実 施 場 所 …………………………………………………………………………………………	 13
　⑷　必 要 書 類 …………………………………………………………………………………………	 13
　⑸　注 意 事 項 …………………………………………………………………………………………	 13
21．受験資格コード表 ………………………………………………………………………………………	 14
　別表１（法定資格に基づく対人援助業務） ……………………………………………………………	 14
　別表２（相談援助業務） …………………………………………………………………………………	 15

申込方法・入力例 ……………………………………………………………………………………………	 16
　・しまね電子申請サービスアカウント登録方法 ………………………………………………………	 16
　・しまね電子申請サービスログイン方法 ………………………………………………………………	 18
　・受験申込入力例 …………………………………………………………………………………………	 19
　・実務経験証明書記載例 …………………………………………………………………………………	 26

なお、この「受験の手引」には、次の書類が添付されています。
　・実務経験証明書



－ 1 －

１．試験の目的
　介護支援専門員とは、介護保険制度の下で、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等が心身の
状況に応じた適切なサービスを利用できるよう、介護サービス計画を作成したり、市町村や介護
サービス事業者等との連絡調整等を行う者で、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援
助に関する専門的知識・技術があるとして介護支援専門員証の交付を受けた人をいいます。
　本試験は、介護支援専門員の業務に従事することを希望する者が、介護支援専門員実務研修を受
講するにあたり、事前に、介護保険制度に関する基礎知識や保健医療・福祉サービスに関する知識
等を有していることを確認するためのものです。
　介護支援専門員の業務に従事するためには、本試験に合格したうえで介護支援専門員実務研修を
修了し、本人の申請により、介護支援専門員資格登録簿に登録され、介護支援専門員証の交付を受
けることが必要です。

２．試験実施団体
　　島根県

３．試験の日時
　　令和８年10月11日（日）　10：00～12：00（120分）
　　・全国同一試験日です。
　　・試験当日は午前９時30分までに試験会場の指定された席にご着席ください。
　　・�身体に障がいがある等の理由による特別措置対象者は、試験時間が異なります。ご自分の試験

時間は、受験票で必ずご確認ください。なお、特別措置対象者については、別途通知いたします。

４．試験会場
⑴　試験会場
　　　松江会場：松江テルサ（松江市朝日町478-18）
　　　浜田会場：島根浜田ワシントンホテルプラザ（浜田市黒川町4177）

⑵　会場案内図
　　　　松江テルサ（松江市） 　　　　　　　　　　　島根浜田ワシントンホテルプラザ（浜田市）
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⑶　注意事項
　　　・会場は変更となる場合がありますので、ご了承ください。
　　　・�会場の詳細については、ホームページ等でご確認ください。また、９月下旬に郵送する受験

票でご自身の試験会場を必ずご確認ください。
　　　・�会場によっては駐車場の台数に限りがある場合がありますので、可能な限り公共交通機関を

ご利用ください。
　　　・会場周辺の店舗や路上での駐車は大変迷惑となりますので、絶対にお止めください。

５．試験の方法
　　五肢複択方式による筆記試験

６．試験の内容・問題数

区　　　　分 問題数

介護支援分野
介護保険制度の基礎知識
要介護認定等の基礎知識
居宅・施設・介護予防サービス計画の基礎知識等

25問

保健医療福祉サービス分野
保健医療サービスの知識等 20問

福祉サービスの知識等 15問

合　　　　計 60問

７．試験問題出題範囲
　　島根県ホームページに掲載
　　　トップ ＞ 医療・福祉 ＞ 福祉 ＞ 高齢者福祉 ＞ 介護人材確保 ＞ 介護支援専門員
　　　　＞ １．試験・資格取得方法 ＞ ⑴ 試験の実施について ＞ ⑷ 試験の内容

８．試験実施状況（令和７年度）
　　受験者数　459名　　合格者数　90名
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９．島根県で受験できる者
　　次の受験地要件と受験資格（実務経験に関する要件）の両方を満たす者となっています。

⑴　受験地要件
　　　　受験申込書を提出する時点で、次のいずれかに該当する者
　　　　・受験資格に該当する業務に従事している　　→ 勤務地が島根県である者
　　　　・受験資格に該当する業務に従事していない　→ 住所地が島根県である者
　　　　　※住所地とは、住民票所在地のことです。

⑵　受験資格（実務経験に関する要件）
　　　　試験の前日までの時点で、
　　　　　保健・医療・福祉にかかる法定資格に基づく対人援助業務（別表１（14ページ））
　　　　　　又は
　　　　　相談援助業務（別表２（15ページ））
　　　　に係る従事期間が通算して５年以上であり、かつ、従事日数が900日以上である者

⑶　よくあるお問い合わせ
【受験地について】

問１ 申し込み時点では勤務地・住所地ともに島根県ですが、試験のある10月には広島
県に引っ越します。広島県で受験できますか。

答 できません。申し込みをした都道府県が受験地です。受験地の変更はできません。

問２ 理学療法士としての実務経験があり、受験予定です。島根県に住んでいます…
が、山口県の施設で介護職員として勤務しています。どちらの県で受験できます
か。

答 現在勤務している山口県の施設での介護業務が、受験資格に該当する法定資格に
基づく業務でない場合、島根県での受験となります。

【受験資格について】

問３ 無資格で採用され、７年前から介護業務に従事しています。３年前に介護福祉士
の資格を取得しましたが、受験資格は満たしますか。

答 資格の登録日以前の期間は実務経験に含まれないため、受験資格を満たしていま
せん。

問４ ４月１日から看護師として病院に勤務していますが、看護師免許は５月10日の…
登録となっています。この場合、免許登録までの期間は実務経験に含まれます…
か。

答 ４月１日から５月９日までの間は実務経験に含まれません。実務経験は法定資格
の登録年月日以降の期間で算定しますので、５月10日から算定できます。
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問５ 看護学校の教員として勤務していますが、実務経験に含めることができますか。

答 教員は要援護者に対する直接的な援助ではないため、実務経験には含まれません。
法定資格を有していても、研究・教育・営業・事務等は、要援護者に対する直接
的な対人援助業務ではないため、実務経験に含まれません。

問６ 介護福祉士の資格を取得して、通所介護事業所の生活相談員として勤務していま
すが、実務経験に含まれますか。

答 生活相談員の業務は、介護福祉士に基づく業務には該当しません。また、別表２
（15ページ）で示す相談援助業務にも該当しないため、実務経験には含まれませ
ん。ただし、社会福祉士の資格を取得している場合には、法定資格に基づく業務
として実務経験に含まれます。

問７ 従事日数の算定について
①日をまたぐ夜勤は１日として算定しますか。
②�非常勤で１日に短時間しか勤務していない場合でも１日として算定できます
か。

③�受験資格に該当する業務と該当しない業務を兼務しており、１日のうち数時間
のみ受験資格に該当する業務に従事しています。１日として算定できますか。

答 ①２日として算定します。
②③�１日の勤務時間が短い場合でも、受験資格に該当する業務に従事している場

合は１日として算定できます。なお、従事期間・従事日数について、常勤・
非常勤・アルバイト等の雇用の形態は一切問いません。

問８ 休日、年次有給休暇などは従事期間、従事日数に含まれますか。

答 （従事期間について）
休日、年次有給休暇などは従事期間に含まれますが、病気休暇、育児休暇、介護
休暇のような長期休職期間（産前産後休暇は除く）は従事期間に含まれません。

（従事日数について）
従事日数には、「受験資格に該当する業務を実際に行った日数」のみ含まれます。
したがって、休日、年次有給休暇、産前産後休暇、病気休暇、育児休暇、介護休
暇、出張、研修等の日数は含まれません。

問９ 介護福祉士として２か所の事業所で介護業務に従事していますが、この場合従事
期間及び従事日数は通算できますか。

答 同一期間に複数の事業所で勤務している場合、重複している従事期間は通算でき
ませんが、従事日数としては通算することができますので、両方の事業所で実務
経験証明書を作成してください。ただし、１日に２か所勤務している場合は、１
日として算定されます。
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問10 現在就業中の場合、実務経験証明書の従事期間はいつまでにしてもらえばよいで
すか。

答 受験申込の時点で必要な実務経験を満たしている場合は、従事期間の最終日は証
明年月日以前の日付としてください。
受験申込の時点で必要な実務経験を満たしていない場合は、見込みで証明書を提
出した後、確定した実務経験証明書（見込み期間満了分）を最終期限（令和８年
10月16日）までに再提出してください。（対象者へは別途ご案内いたします。）

⑷　欠格事由
　　　�　以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了して

も、介護支援専門員資格登録簿の登録を受けることができません。

　　　①�　心身の故障により介護支援専門員の業務を適切に行うことができない者として厚生労働省
令で定める者

　　　②�　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの
者

　　　③�　介護保険法（平成９年法律第123号）その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で
政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者

　　　④�　登録の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
　　　⑤�　介護保険法第69条の38第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に同法

第69条の６第１号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
　　　⑥�　介護保険法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算し

て５年を経過しない者
　　　⑦�　介護保険法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法（平成５年法律

第88号）第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないこと
を決定する日までの間に登録の消除の申請をした者（登録の消除の申請について相当の理由
がある場合を除く）であって、当該登録が消除された日から起算して５年を経過しない者

　　 〈厚生労働省令で定める者〉
　　　�　精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及

び意思疎通を適切に行うことができない者
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10．受験手数料及び納付方法
⑴　受験手数料

　　　　9,000円

⑵　納付方法
　　　・�申込書類の審査が完了しましたら、令和８年８月中に「納入通知書」を郵送いたします。納

入通知書裏面記載の納付場所（銀行・コンビニエンスストア等）にて指定の期日までにお支
払い手続きをお願いいたします。

⑶　注意事項
　　　・�令和８年３月末で島根県収入証紙は廃止されています。必ず、県から送付する納入通知書に

よりお支払いください。
　　　・納付後の受験手数料は、返金できません。

11．受験申込の受付期間及び方法
⑴　申込受付期間

　　　　令和８年６月11日（木） ～ 令和８年７月10日（金）

⑵　申込方法
　　　　「しまね電子申請サービス」によるお申込みのみとなります。
　　　　・�持参及び郵送による申込みはできませんので、ご了承ください。やむを得ない事情により

対応が困難な場合は、ご相談ください。
　　　　・入力方法などの詳細は、P16～25をご確認ください。

⑶　注意事項
　　　・郵送及び持参による申込はできません。
　　　・�内容及び書類に不備がある場合は受付できません。必ず記載内容・必要書類を確認のうえ、

申し込みを行ってください。
　　　・受験票及び試験結果通知等はすべて受験申込時に入力された、現住所へ郵送いたします。
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12．受験申込に必要な提出書類等
⑴　提出書類（電子データ）

　　　・�全員共通の提出物に加え、ご自身の状況に応じて必要な添付書類（電子データ）をご提出く
ださい。

〇全員共通

提出書類 内容・注意事項

顔写真

・�申込書提出日から６か月以内の、帽子等をつけず上半身正面
を撮った写真を添付してください。

・スマートフォン等で撮影した写真でも差し支えありません。
・試験当日に本人確認ができる鮮明な写真としてください。

〇平成30年度以降に島根県で受験したことがある者

提出書類 内容・注意事項

受験票又は不合格通知書
・平成29年度以前のものは不可。
・�書類を紛失した場合は島根県高齢者福祉課までご連絡ください。
・スマートフォン等で撮影した写真でも差し支えありません。

〇平成30年度以降に島根県で受験したことがある者以外

提出書類 内容・注意事項

実務経験証明書
・�押印された書類をスキャンしたPDFデータ（  A  4  サイズ）を添
付してください。（スマートフォン等で撮影した写真は不可。）

・記載例（26ページ）参照。

国家資格等取得証明書
（登録証）の写し

・�押印された書類をスキャンしたPDFデータ（可能な限り  A  4  サ
イズ）を添付してください。（スマートフォン等で撮影した写
真は不可。）

・「合格証」は不可。
・登録年月日が記載されているか確認すること。
・裏面がある場合は裏面の写しも添付すること。
・�証明書等の姓名が異なる場合は、戸籍抄本を併せて添付する
こと。

〇実務経験証明書の証明者と受験申込者が同一の場合

提出書類 内容・注意事項

実務経験証明書
・�押印された書類をスキャンしたPDFデータ（  A  4  サイズ）を添
付してください。（スマートフォン等で撮影した写真は不可。）

・�証明者名等は開設者（受験申込者本人）のものを記載すること。

開業（経営）を客観的に
証明できる書類（開業許
可証・届出書等）

・５年間の実務経験が確認できる書類を添付すること。
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国家資格等取得証明書
（登録証）の写し

・�押印された書類をスキャンしたPDFデータ（  A  4  サイズ）を添
付してください。（スマートフォン等で撮影した写真は不可。）

・「合格証」は不可。
・登録年月日が記載されているか確認すること。
・裏面がある場合は裏面の写しも添付すること。
・�証明書等の姓名が異なる場合は、戸籍抄本を併せて添付する
こと。

⑵　よくあるお問い合わせ
【受験申込書について】

問１ 受験申込にあたり、これまでの実務経験の全てを入力する必要はありますか。

答 受験資格を満たす範囲で実務経験を入力していただければ、全て入力する必要はあ
りません。入力する範囲については、実務経験証明書を必ず添付してください。

【実務経験証明書について】

問２ 実務経験証明書が省略できる場合の提出方法を教えてください。

答 島根県で平成30年度以降に受験経験がある方に限り、平成30年度～令和７年度まで
の不合格通知又は受験票を添付した場合、実務経験証明書及び資格証明書の写しの
添付が省略できます。
他県での不合格通知又は受験票では省略できませんのでご注意ください。

問３ 実務経験証明書を証明者から自分で書くように言われました。内容を見てから証明
印を捺印するとのことですが、認められますか。

答 認められません。自署による実務経験証明書は無効となりますので、必ず証明者に
記入してもらう必要があります。

問４ 実務経験証明書の内容に誤りがありましたので、訂正印を捺して自分で訂正しても
よいですか。

答 受験申込者による訂正はできません。訂正印には必ず証明者の証明印が必要です。
また、修正テープ等の使用による訂正も認められません。

問５ 人材派遣会社から高齢者施設に介護職員として派遣された場合、実務経験証明書は
どちらに依頼するのですか。

答 人材派遣の場合、実務経験証明書は雇用関係のある派遣会社で発行します。
なお、場合によっては派遣先での業務内容を確認できる書類（契約書の写し等）の
添付が必要になります。介護業務に限らず相談業務であっても、派遣契約の場合は
同様です。
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問６ 介護老人福祉施設で介護福祉士として２年間勤務した後、生活相談員として相談援
助業務に３年従事しました。同じ施設ですが、実務経験証明書は1枚提出すればよ
いですか。

答 同一事業所でも業務内容が異なる場合は、それぞれの業務についての実務経験証明
書が必要です。また、法人内における別事業所への異動も同様です。

問７ 現在勤めている事業所を近々退職する予定です。来年度以降に受験を考えています
が、あらかじめ実務経験証明書を作成しておいても有効になりますか。

答 原則として受験申込年度の島根県の実務経験証明書の様式を使用してください。所
定の項目がすべて記載されており、受験資格を満たすと確認できる書類に限り、過
年度の実務経験証明書を認めます。ただし、受験申込後、必要に応じて受験申込年
度の様式での再提出を求めることがあります。

問８ 以前勤めていた事業所が廃業している場合、どのように実務経験を証明すればよい
ですか。

答 法人が現在もある場合は、法人に実務経験証明書の発行を依頼してください。
法人ごと廃業している場合は、給料明細・雇用契約書・年金や税の書類等、勤務先
と在籍期間がわかる書類を提出してください。日数については記載されていない場
合もありますが、個別に判断しますので、島根県高齢者福祉課にご相談ください。

【国家資格等取得証明書（登録証）について】

問９ 結婚により、国家資格等取得証明書（登録証）と姓が異なります。このまま提出し
てよいですか。

答 受験申込書の姓名と国家資格等取得証明書、実務経験証明書等の添付書類の姓名が
異なる場合は、戸籍抄本を併せて添付してください。

問10 准看護師として３年勤務した後、看護師の資格を取得して４年になります。通算す
ると５年以上900日以上となりますが、この場合、資格を証明する書類は、看護師
の免許証の写しのみでよいですか。

答 ５年以上資格に基づいて業務をしていたことを証明する書類が必要です。したがっ
て、看護師の資格だけでは５年の実務経験を満たしませんので、准看護師の資格証
の写しも提出していただく必要があります。

問11 国家資格等取得証明書を紛失したため、現在再発行中です。受験申込期限に間に合
わない場合は、どのようにすればよいですか。

答 再発行申請中であることを客観的に証明できる書類（再発行申請書等のコピー等）
を添付してください。なお、受験申込は見込みでの申し込みになりますので、登録
証が届き次第、写しを速やかに提出してください。
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【開業許可証について】

問12 個人で調剤薬局を開業しています。開設許可証を更新しているため、更新後の開設
年月日しか記載されていません。どうすればいいですか。

答 ５年以上の期間を確認できる直近の開設許可証の写しが必要となるため、最新の開
設許可証で５年以上の期間が確認できない場合は、保健所へ前回の開設許可証の写
しを発行依頼し、前回・今回（５年以上の従事を確認できる範囲）の開設許可証を
提出してください。

13．受験申込後の提出書類等（該当者のみ）
　　提出期限：令和８年10月16日（金）
　　　　　　　（提出可能となった段階で速やかに提出すること）
　　提 出 先：島根県高齢者福祉課
　　提出方法：対象者へは別途ご案内いたします。

対象者 提出書類 内容・注意事項

見込で実務経験証明書を
提出した者

実務経験証明書
（見込期間満了）

手続き可能となった後、速やかに郵送するこ
と。国家資格等取得証明書を

「書換え・再発行中」で
提出した者

国家資格等取得証
明書（登録証）の
写し

受験申込中に氏名・住所
に変更が生じた者

氏名・住所変更届

・�県HPの様式をダウンロードして使用する
こと。

・�姓名の変更があった場合は、戸籍抄本（原
本）を添付すること。

14．受験上の配慮希望
　視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、その他（疾病等）の場合、試験時間の延長や回答方法の変
更、席の配慮等が認められる場合があります。
　受験の際に特別措置を受けるには特別措置のための申請書を提出する必要がありますので、島根
県高齢者福祉課までお問い合わせください。
　その他、様々な理由で別室受験等の配慮を希望される方は、個別に対応を検討しますので事前に
ご相談ください。
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15．受験票の送付
　受験票は受験手数料の納付が確認できた後、令和８年９月下旬に受験申込者に郵送します。令和
８年９月25日（金）までに届かない場合は、島根県高齢者福祉課へお問い合わせください。

16．試験にあたっての注意事項
⑴　当日の持参物

　　　・受験票
　　　・筆記用具（HBまたはＢ程度の鉛筆・シャープペン）
　　　・消しゴム
　　　・�腕時計（携帯電話・スマートウォッチなどの端末機能、通信機能、辞書機能等を備えたもの

は不可）

⑵　試験室における注意事項
　　　・�試験当日は午前９時30分までに、試験会場の指定された席に着席してください（受付は、

特に行いません）。試験監督員から注意事項の説明があります。
　　　・遅刻者が入室できるのは試験開始後30分までです。それ以降の入室は認めません。
　　　・途中退室は試験開始から30分経過後に認めます。
　　　・�試験室内への携帯電話等の通信機器の持ち込みは禁止します。やむを得ず持ち込んだ場合に

は、試験中は電源を切り、鞄等へしまってください。当該通信機器の使用を発見したとき
は、不正行為とみなします。

　　　・�試験中の不正行為、申し込み時の虚偽または不正の事実が判明した場合には、その者の試験
を停止し、または合格を取り消します。

⑶　その他の注意事項
　　　・�試験前日は試験会場の建物内の下見はできません。
　　　・�試験に関係しない場所には、みだりに立ち入らないようにしてください。
　　　・�受験票または合否通知は、試験終了後も大切に保管してください。
　　　・�感染症の拡大や災害等により試験の延期または開始時間の繰り下げの可能性があります。そ

の場合は、当日の朝８時までに島根県のホームページに掲載しますので、必ず確認してくだ
さい（個別にはご連絡しません）。
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17．試験結果通知
　試験の結果は、令和８年11月24日（火）に郵送により受験者全員に通知します。
　令和８年12月７日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください。
　令和８年11月24日（火）13時に島根県のホームページに合格者の受験番号を掲載します。
　電話やメールによる個別の合否の確認には応じません。

18．合格の取り消し等
　受験申込にあたって虚偽または不正があった場合及び受験中の不正行為が判明した場合は、介護
支援専門員実務研修受講試験の受験は無効となります。また、試験結果通知の発送後、これらが判
明した場合は、合格を取り消します。
　また、見込期間ありの実務経験証明書で受験申込をした後、期限までに見込期間満了の実務経験
証明書を提出しなかった場合も、受験資格を満たさなかったものとして、受験を無効とします。

19．実務研修
　本試験の合格者を対象に介護支援専門員実務研修が実施されます。研修日程、内容、申し込み手
続き等については、合格者に対し直接通知します。

⑴　研修概要
　　　　研修会場：松江会場・浜田会場（予定）
　　　　時 期：令和９年１月～３月（予定）
　　　　実施主体：社会福祉法人　島根県社会福祉協議会（島根県知事指定）
　　　　受 講 料：未定（令和７年度参考　受講料 12,000円・テキスト代 10,780円）

⑵　研修に関するお問い合わせ先
　　　　島根県高齢者福祉課　高齢社会支援係（TEL：0852‒22‒6522）

⑶　よくあるお問い合わせ
問 試験に合格した後の実務研修を、受験年度ではなく次年度以降に受講できますか。

答 合格者の実務研修受講期限には定めがないので、次年度以降でも受講できます。
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20．試験得点の開示
　　受験者は、自分の得点について口頭で開示請求することができます。

⑴　開示の内容
　　　　「介護支援分野」「保健医療福祉サービス分野」ごとの得点

⑵　受付期間・受付時間
　　　　受付期間：令和８年11月24日（火）～令和８年12月25日（金）
　　　　　※土日、祝日は除く
　　　　受付時間：９：00～17：00（12：00～13：00を除く）
　　　　　※令和８年11月24日（火）は13：00～17：00

⑶　実施場所
　　　　島根県高齢者福祉課　　島根県松江市殿町１番地（県庁第二分庁舎）
　　　　浜　田　保　健　所　　島根県浜田市片庭町254番地（浜田合同庁舎別館）

⑷　必要書類
　　　・受験票
　　　・運転免許証、パスポート等の顔写真のある本人確認書類

⑸　注意事項
　　　・必ず受験者本人がお越しください。代理、電話での請求はできません。
　　　・写しはお渡ししませんが、メモは差し支えありません。
　　　・１問ごとの結果は表示されません。
　　　・合格基準等に関する問い合わせにはお答えできません。

　　　　（例）開示書類のイメージ

受験番号 氏名 得点 介護支援分野
保健医療福祉
サービス分野

123456 島根　一郎 40 25 15



－ 14 －

21．受験資格コード表
別表１（法定資格に基づく対人援助業務）
受験資格
コード番号

区　　　　　分
受験資格
コード番号

区　　　　　分

０１ 医師 １２ 視能訓練士

０２ 歯科医師 １３ 義肢装具士

０３ 薬剤師 １４ 歯科衛生士

０４ 保健師 １５ 言語聴覚士

０５ 助産師 １６ あん摩マッサージ指圧師

０６ 看護師 １７ はり師

０７ 准看護師 １８ きゅう師

０８ 理学療法士 １９ 柔道整復師

０９ 作業療法士 ２０ 栄養士（管理栄養士を含む）

１０ 社会福祉士 ２１ 精神保健福祉士

１１ 介護福祉士



－ 15 －

別表２（相談援助業務）
受験資格
コード番号

区　　　　　分

３１

介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運
営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）第175条第１項第１号に規定
する生活相談員

３２

介護保険法第８条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準（平成18年厚生労働省令第34号）第110条第１項第１号に規定する
生活相談員

３３

介護保険法第８条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護にあっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34号）第131条第１項第２号に
規定する生活相談員

３４
介護保険法第８条第27項に規定する介護老人福祉施設にあっては、指定
介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省
令第39号）第２条第１項第２号に規定する生活相談員

３５
介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設にあっては、介護
老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年
厚生省令第40号）第２条第１項第４号に規定する支援相談員

３６

介護保険法第８条の２第９項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
にあっては、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第231条第１項第１号に規定す
る生活相談員

３７

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17
年法律第123号）第５条第18項に規定する計画相談支援にあっては、障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計
画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令
第28号）第３条に規定する相談支援専門員

３８

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第６項に規定する障
害児相談支援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業
の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第29号）第３条に
規定する相談支援専門員

３９

生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第３条第２項に規定する
生活困窮者自立相談支援事業にあっては、生活困窮者自立支援の実施につ
いて（平成27年７月27日社援発0727第２号厚生労働省社会・援護局長通
知）の別紙（別添１）自立相談支援事業実施要領３ ⑵ アに規定する主任
相談支援員
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しまね電子申請サービスアカウント登録方法
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しまね電子申請サービスログイン方法
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島根 太郎 

シマネ タロウ 

6908501 

島根県松江市殿町１番地 
aa 
1 

1980 1 1 

08012345678 
 アカウント登録で使用したメールア

ドレスが自動で入力されます。 

受験申込入力例
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松江市 or 浜田市 
 

現在の就業状況について「２．実務経験に該当しない業
務に従事又は就業していない」場合は、「申込時の勤務
先」から「申込時の職種名」までの項目は入力不要です。 

特別養護老人ホーム〇〇苑 
 

1234567 
 

島根県〇〇市〇〇町〇－□ 
 

1234567890 
 

介護職員 
 

１．有（省略）  or ２．無 
 

１．有  or ２．無 
 

「１．有（省略）」の場合はＰ21～22 を、 
「２．無」の場合はＰ23～25 をご参照ください。 

受験申込入力例
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受験申込入力例
「実務経験証明書の省略」で「１．有（省略）」を選択した場合
（平成30年度以降の受験票または不合格通知を添付する場合）
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   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

   

～以上で申し込みは完了です～ 

受験申込入力例
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特別養護老人ホーム〇〇苑 
 

１１ 介護福祉士 
 

追加する or 追加しない 
 

受験資格に係る実務を行った経験のある施設
又は事業所が複数ある場合は、「追加する」を
選択し、２か所目以降の情報をご入力ください。 

2018 
 
 

05 
 

01 
 

2026 
 

06 
 

30 
 

1415 
 

受験申込入力例
「実務経験証明書の省略」で「２．無」を選択した場合

（平成30年度以降の受験票または不合格通知を添付しない場合）
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受験資格に係る実務を行った経験のある
施設又は事業所が複数ある該当者のみ
添付してください。 

該当者のみ添付してください。 

受験申込入力例
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

～以上で申し込みは完了です～ 

受験申込入力例
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実 務 経 験（見 込）証 明 書

島根県知事　様

令和　　 年　　 月　　 日

証…明…者…名…称 　　　　　　　　　　　　　　　
印

代…表…者…氏…名

（電…話…番…号） 　　　　　　　　　　　　　　　　　

（担当者氏名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏 名 •
生 年 月 日

昭和
　　　　　年　　　月　　　日生
平成

施
設
又
は
事
業
所

名 称

所在地

種 別
□病院　□介護老人保健施設　□介護老人福祉施設　□介護医療院　□通所介護　□通所リハビリ
□訪問介護　□訪問リハビリ　□薬局　□地域包括支援センター　□その他（… ）

従 事 期 間

昭和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和
平成　　　　年　　　　月　　　　日　 ～ 　平成　　　　年　　　　月　　　　日
令和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　計　（　　　　年　　　　月）
※法定資格に基づく対人援助業務の場合、開始年月日は法定資格の登録日以降としてください。

※上記期間に長期休職期間を含む場合はその期間を記載してください。
※長期休職期間は、従事期間の計から減算してください。

従 事 日 数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…日

※休日、休暇、研修、休職等、該当する業務に従事しなかった日は除いてください。

業 務 内 容 　□法定資格に基づく対人援助業務（別表１）　　　　□相談援助業務（別表２）

法 定 資 格
（別表１）

職 種
□介護職員　　□看護職員　　□理学療法士　　□作業療法士　　□保健師　　□薬剤師
□（管理）栄養士　　□機能訓練指導員　　□その他（… ）

次のとおり下記の者の介護支援専門員実務研修受講試験に係る実務経験を証明します。

・…必ず「受験の手引」の「９⑵　受験資格」（３ページ）、「12　受験申込に必要な提出書類等」（７ページ）及び「実務経験証明書記
載例」（26ページ）を確認の上、記載してください。

・次の証明書は無効となります。
　　〇受験申込者が自署したもの　　　〇証明者印のないもの　　　〇訂正印のないもの
　　〇証明内容の記入漏れ又は内容に誤りがあるもの　　　〇修正テープ等による修正のあるもの
・証明書の内容に不明な事項がある場合は、証明者に内容の照会、確認を行うことがあります。

〒 ―

８

60

7

1

1

1

30 5 1 ８ 6

6

30

2

社会福祉法人○○○○福祉会

理事長　○○○○○○○○
1234-56-7890
山陰　太郎

島根県○○○○市□□□□町○―□○―□

H31.4.1～ R3.3.31

特別養護老人ホーム○○○○苑
1 2 3 4 5 6 7

島 根 　 太 郎

1415

介護福祉士

✓

✓

✓

【記載例】

1

2

3

4

5

6

7
8
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実務経験証明書　記載上の注意

【想定】
・平成30年４月１日に入職、介護福祉士の登録日は平成30年５月１日。
・令和８年７月５日現在も在籍中。
・平成31年４月１日～令和３年３月31日の間、育児休暇取得。

※手書きで記入する場合は、黒のボールペン（消せるボールペン不可）で記入してください。

見込み受験者でない場合は、（見込）部分を二重線で消すこと。

必ず証明者印を捺すこと。

受験申込者の氏名は、現在住民票に記載されている氏名を記載すること。

法人住所ではなく、事業所（施設）住所を記載すること。

法定資格に基づく対人援助業務の場合、証明する従事期間の開始年月日は、当該法定資格の登
録日以降の年月日を記入すること。
（法定資格の取得日以前の勤務は、従事期間に含めることができない）
育児休暇等、長期で休職していた場合は、当該期間を除いた業務期間を算定すること。
従事期間の「計（　　年　　月）」欄は、１か月未満切り捨てとすること。

受験資格に係る業務に従事した日数のみ算定すること。
（休日、休暇、研修、休職等は除いて算出すること）

業務内容で「法定資格に基づく対人援助業務」を選択した場合は、資格内容を記載すること。
「相談援助業務」を選択した場合は記入不要。

法定資格に基づかない業務である場合や、対人援助業務でない場合は、実務経験として認めら
れないので注意すること。
例）・介護福祉士資格での生活相談員の相談業務（p.15別表２に該当する場合は可）
　　・社会福祉士資格での介護業務
　　・栄養士資格での献立作成、調理業務（対人援助ではないもの）
　　・訪問介護事業所におけるサービス提供責任者及び訪問介護員の生活援助業務
　　・研究、教育、事務等の対人援助業務でない業務

1
2
3
4
5

6

7

8

【記入に関するお問い合わせ先】

島根県健康福祉部高齢者福祉課
TEL：0852-22-5717　FAX：0852-22-5238

月曜日から金曜日（祝日を除く）9：00 ～ 17：00
ただし、12：00 ～ 13：00は除く







問　合　せ　先

島根県健康福祉部高齢者福祉課
〒690-8501　島根県松江市殿町１番地
　　　　　　 電話 0852-22-5717
月曜日から金曜日（祝日を除く）9：00～17：00

ただし、12：00～13：00を除く




